
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
（ 公　印　省　略 ）

　下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

　１．入札に付する事項

調達番号

自:

至:

　２．入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件）

　３．入札日時

　４．入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室

　５．参加資格　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　　　　　　　　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
　　　　　　　　　　中、特別の理由がある場合に該当する。
　　　　　　　　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　　　　　　　　（３）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＣ
　　　　　　　　　　等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
  　            （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止
　　　　　　　　　　の措置を受けている期間中の者でないこと。
　　　　　　　　（５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ
　　　　　　　　　　て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行
　　　　　　　　　　おうとする者でないこと。
　　　　　　　　（６）適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。
　　　　　　　　　　（別紙参照）
　　　　　　　　（７）上記（３）の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓
　　　　　　　　　　令第１０８号）第１８条第４項各号のいずれかに該当する者（具体的には、以下ア～
　　　　　　　　　　キのいずれかに該当する者）であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しよ
　　　　　　　　　　うとするものについては、 までに
　　　　　　　　　　下記ア～キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。

　　　　　　　　　　ア　当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者

　　　　　　　　　　イ　資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数
　　　　　　　　　　　値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者

令和８年４月７日(火) (１０:３０)

令和８年 ３月 ２５日 (水) １２:００

R8-S-0200
令和8年度オフィス環境の改善および
働き方の見直しに向けた取組

仕様書のとおり 仕様書のとおり
契約締結日

令和９年３月３１日

令和8年3月11日 支担官第1023号

公　　　　告

記

件名 内容 履行場所 履行期間

　なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされ
ることを条件とするものである。



　　　　　　　注：１　特許には、海外で取得したものを含む。
　　　　　　　　　２　技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省
　　　　　　　　　　令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及
　　　　　　　　　　び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。

　　　　　　　　　　ウ　ＳＢＩＲ制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に
　　　　　　　　　　　係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　エ  株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式　会社
　　　　　　　　　　　地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間
　　　　　　　　　　　資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開
　　　　　　　　　　　拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形
　　　　　　　　　　　成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交
　　　　　　　　　　　通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外
　　　　　　　　　　　通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構に
　　　　　　　　　　　おける地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対
　　　　　　　　　　　象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又
　　　　　　　　　　　は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　オ  国立研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平
　　　　　　　　　　　成２０年法律第６３号）第２条第９項に規定する研究開発法人のうち、同法別表
　　　　　　　　　　　第３に掲げるものをいう。）が同法第３４条の６第１項の規定により行う出資の
　　　　　　　　　　　うち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当
　　　　　　　　　　　該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　カ  国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム
　　　　　　　　　　　強化事業（ベンチャーキャピタルの認定）」又は国立研究開発法人新エネルギー
　　　　　　　　　　　・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業（ベンチャ
　　　　　　　　　　　ーキャピタル等の認定）」において採択された者の出資先事業者であり、当該競
　　　　　　　　　　　争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者

　　　　　　　　　　キ  グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログ
　　　　　　　　　　　ラム（Ｊ－Ｓｔａｒｔｕｐ又はＪ－Ｓｔａｒｔｕｐ地域版）に選定された事業者
　　　　　　　　　　　であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる
　　　　　　　　　　　者

　６．入札方法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を
　　　　　　　　加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
　　　　　　　　とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である
　　　　　　　　か免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額
　　　　　　　　を入札書に記載すること。

　７．入札保証金及び契約保証金　　免　除

　８．入札の無効　　５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とす
　　　　　　　　　る。

　９．契約書作成の要否　　要

　10．適用する契約条項　　役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　暴力団排除に関する特約条項、

　11．その他
　　　（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）
　　　　　のとおり。
　　　（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
　　　（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真に
　　　　　やむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
　　　（４）契約締結日までに令和8年度予算（暫定予算を含む。）が成立しなかった場合は、契約締結
　　　　　日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する
          暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
　　　（５）この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を

までに提出しなければならない。
　　　（６）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応
　　　　　札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、
　　　　　「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和８年　４月 ３日　(金)

令和８年　３月 ２７日　(金) １５:００



　　　　　までに、下記担当者必着分を有効とする。
　　　（７）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小
　　　　　企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　　　（８）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
　　　　　　〒162-8801　東京都新宿区市谷本村町５－１　（庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を
　　　　　持参すること。
　　　　　　受付時間　９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く）

　　　　　また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
　　　　　　　メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
　　　　　　　メール件名　　：「件名：○○○」　入札案内送信依頼
　　　　　　　添付ファイル　：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し
　　　　　　　防衛省大臣官房会計課契約係　押川　電話　03-3268-3111　内線20823



 別紙 

適合条件 

 

１ 各業者における、証明するに足る関係書類の提出を求める。 

  なお、書類については、これまでに何らかの形で防衛省へ提出又は説明済みのもの

であっても、漏れなく提出するものとする。 

 

２ 提出書類 

(1)  「契約相手方の要件」について、以下の事項がわかるもの。 

ア 直近 3 年以内に、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約

と同規模（総職員数約 2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上のオフィス

環境の改善に関するマネジメント支援業務の実績があること。 

イ 官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約と同規模（総職員

数約 2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上の書類削減活動の推進に関す

る支援業務の実績があること。 

ウ 官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約と同規模（総職員

数約 2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上の働き方改革の推進や職員お

よび管理職の意識改革・浸透に向けたマニュアル作成・セミナー等の業務を行

う能力を有すること。 

エ 官側がおかれている状況の調査及び前年度から引き続く検討取り組み状況・分 

析結果・計画等を踏まえた本役務の計画立案及びそれを遂行する能力を有する 

こと。 

 

(2) 「業務従事者の要件」について、以下の事項がわかるもの。 

 業務従事者のうち、１名以上は、本役務に関する同様の業務に従事した経歴を 

有し、かつ、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関に対するコンサルティング 

等の提案を行う役務に従事した経験を有すること。 

   

(3) 提出書類の形式等については以下のとおりとする。 

ア 書類の形式 

    形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示するとともに、上記書類順で

綴るものとする。 

  イ 提出部数 

    各１部 

  ウ 提出期限 



 別紙 

    令和８年３月２７日（金）１５：００まで 

  エ 虚偽がないものとする。 

オ ２（１）ア～ウについては、実績等を客観的に確認できる資料として、契約 

書（仕様書を含む）又はホームページ等で公表されている資料若しくは報告 

書等成果物のいずれかを提出すること。 

  カ ２（１）エについては、実績を客観的に確認できる資料として、過去に官公庁 

等から受注した「複数年度に渡り継続中である一連の事業において、事業の 

途中年度から参画し役務を請負い完了した実績があること」を確認できる資 

料として、契約書及び報告書等成果物を提出すること。 

キ 書類提出後、官側から細部補足資料等を求める場合がある。 

  ク 提出書類に関する問い合わせは、提出期限の前日の１８時１５分までとする。 

 



別紙様式第２号 

委   任   状 

 

 

支出負担行為担当官 

防衛省大臣官房会計課  殿 

会計管理官  

 

住 所 

会 社 名 

代表者名         

 

今般                       を代理人と定め 

 

 

について下記の権限を委任します。 

なお、委任解除した場合には連署のうえ届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１．見積書提出の件 

１．入札書提出の件 

１．契 約 締 結 の 件 

１．物 品 納 入 の 件 

１．代 金 請 求 の 件 

１．代 金 受 領 の 件 

１．復代理人選任の件 

１．その他上記の委任事項に関する一切の件 

 

 

令和   年   月   日   

 

代 理 人 氏 名            

 

         連 絡 先 

 

 

（注）委任事項中不要の箇所は抹消すること。 



別紙様式第２号 
委   任   状 

 
 
支出負担行為担当官 
防衛省大臣官房会計課  殿 
会計管理官  
 

住 所 
会 社 名 
代表者名         

 
今般     （ 代 理 人 氏 名 ）      を代理人と定め 

（ 入 札 件 名 ）   について下記の権限を委任します。 
なお、委任解除した場合には連署のうえ届け出ます。 

 
 

記 
 
 
１．見積書提出の件 
１．入札書提出の件 
１．契 約 締 結 の 件 
１．物 品 納 入 の 件 
１．代 金 請 求 の 件 
１．代 金 受 領 の 件 
１．復代理人選任の件 
１．その他上記の委任事項に関する一切の件 
 
 

令和   年   月   日   
 

代 理 人 氏 名            
 
         連 絡 先 
 
 
 
 
（注）委任事項中不要の箇所は抹消すること。 

見本 

※社印、代表印等の押印は不要です



令和　　　年　　　月　　　日

防衛省大臣官房会計課契約係（担当：　　　　　　　　）　行
（ＦＡＸ　03-5229-2138）

御　　社　　名 ：
ご担当者様名：
ご　連　絡　先：

○ 公告番号

○ 入札等件名

□ 入札書（見積書）、技術提案書等の提出までの準備期間が短い。（該当するものに○）

□ 事業実施までの準備期間、納期、履行期限が短い。（該当するものに○）

□ 仕様書の一部について対応できない又は事業の目的・内容等がわかりにくい。

※仕様書の問題箇所又はわかりにくい箇所についてお聞かせください。

□ 御社の業務内容とは異なる内容であった。

□ 過去の落札金額からみて、落札できる見込みがない。

□ 今後の応札等に向けた情報収集のための仕様書受領であり、参加の意思はなかった。

□ その他

例）他案件とのバッティング等

ご協力ありがとうございました。

例）管理技術者等に求められる実績又は資格要件、事業実績に関する要件が厳しい。必要な人員体制を確保する
のが困難。取り扱っていない商品が含まれている。発注の規模が大きすぎた又は小さすぎた等

一般競争入札等不参加に関するアンケート

　本アンケートは、防衛省内部部局で実施する一般競争入札等において、多数の事業者様に参加して
いただくための検証の一環として実施するものであり、いただいたご意見等については、検討の上、今後
の調達等に反映させていただきたくご協力をお願いするものです。支障の無い範囲でご記入いただき、
契約係担当者までメールもしくはＦＡＸをお願いいたします。
　なお、いただいたご回答の内容によって、御社が不利益を受けるようなことは一切ございませんので、
忌憚の無いご意見をいただければ幸いです。
注）入札不参加の場合は必ずご提出いただきますようお願いいたします。

　当該入札について、以下の不参加理由の該当するものに「レ」を付し、具体的な内容についてお聞
かせください。（複数回答可）

入札公告等から概ね　　　　日必要。

落札決定から概ね　　　　日必要。



記

作成例（あくまで一例です）

数量 単位 単価 金額

1 式 XXXX円

数量 単位 単価 金額

XX 人時 XXXX XXXX円

XX 個 XXXX XXXX円

XX ％ XXXX円

　防衛省大臣官房会計課原価計算係　　　担当　社家間

　ＴＥＬ　０３－３２６８－３１１１  （内線）２０８２１

　ＦＡＸ　０３－５２２９－２１３８

　e-mail  shakemahar@ext.mod.go.jp

概算見積書についてのお問い合わせは下記の担当者までお願いします。

☆金額は消費税及び地方消費税の額を除いた金額を記入して下さい。
☆その他特記事項については原価計算係の指示にしたがって下さい。

１．件　　名

（１）仕様書及び提案書に沿う形で内訳を記載して下さい。
（２）作業費（人件費）は「人時」や「人日」等を単位とすることを基準とし、作業員の職種等を明示して下さい。
（３）内訳記載の項目（労務単価等）に定価・標準価格等を設定している場合は、根拠となる資料を添付してくださ
い。（社内規定、料金表、価格証明等）
（４）購入品（材料）費、外注費等がある場合は、見積計上金額根拠となる資料を添付してください。
※資料の例：発注先の見積書、注文書（過去実績の場合）等
（５）諸経費（一般管理費等）を除き、「１式」を単位としないで下さい。
（「１式」による記載とする場合は、必ず別に内訳を記載又は添付して下さい。）
（６）課税・非課税・不課税の別がある場合は、分かるように記載して下さい。

令和8年度オフィス環境の改善および働き方の見直しに向けた取組

☆書式は指定しませんが、「概算見積書」又は「下見積書」と記載のあるものをご使用ください。
※日付を記載し、会社名・代表者名を記名の上、担当者名・連絡先を記載してください。
※代表者印等の押印は不要です。
☆概算見積書の宛先は「大臣官房会計課管理班原価計算係」としてください。
☆概算見積書（内訳）の作成に当たっては、以下を参考としてください。

項目 規格
×

〇

項目 規格

◎◎（労務費）

◎◎

※概算見積額と応札額の差が大きい場合、入札心得3-2「最低価格入札者を落札者としない場合」に該当する場
合があります。（見積書どおりに履行がなされないおそれがあるため。）その場合は、当該業務が履行可能か別
途、調査にご協力頂くこととなり、お時間とお手間を頂くことになってしまいます。また、当該調査が完了するまで落
札決定は保留となります。そのため、ある程度精度の高いお見積書のご提出をお願いいたします。

一般管理費（諸経費）

職種：◆◆

概算見積書（下見積）の依頼について

下記の件名について、概算見積書（下見積書）の提出を依頼します。

メールによる提出でも構いません。
※作成次第速やかに提出をお願いします

２．提出期限

３．概算見積書記載要領

◎◎（材料費） 規格：XXX-XX-X

令和８年３月２７日（金）１３時 まで
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件 

名 

令和 8 年度オフィス環境の改善および働き

方の見直しに向けた取組 

仕様書番号  

作成年月日 令和 8年 3月 4日 

作成部課名 大臣官房企画評価課 
 

1 総則 

1.1 実施背景・本役務の必要性及び実施目的 

防衛・安全に関する課題が増加・複雑化する中、それらに対応するための追加的な人員配置が継

続的に行われてきた結果、オフィス環境の狭隘化やフロア毎の人口密度の不均衡、慢性的な会議

室・打合せスペース不足などが発生しており、それらは業務の効率性や安全・健康を損ないかねな

い課題として存在している。 

そうした課題を解決し、執務環境の効率性・安全性を高めるため、オフィス環境の見直しに向けた

３つの柱として 

（１）共用エリア（コピー室、倉庫、シャワー室等）の用途転換によるスペース有効活用 

（２）各棟・フロアにおけるスタッキング（部署配置）の見直し 

（３）執務室のレイアウト変更（含む収納スペース削減や座席配置見直し、什器統一等） 

について、各種検討を重ねてきた。 

  

 また、課題解決のためには、上記３つの柱の実現に加え、 

（１）文書管理方法（行政文書の保管方法、保管基準など）を理解した上での書類削減の推進 

（２）会議・レクのペーパーレス化や、効率的に電子文書を保管・検索できるような行政文書の電

子的管理の推進 

（３）常に顔を合わせていなくてもコミュニケーションの質・量を維持できるようなＩＣＴ活用や 

運用要領の推進 

（４）職員の意識・行動改革の推進 

などの働き方の見直しや職員 1人 1人の意識改革も必要となる。 

詳細は官側より提供する「令和７年度オフィス環境の改善および働き方の見直しに向けた取組」を

参照のうえ、前年度からの取り組み状況について、官側からの引継ぎを受けること。 

 

  こうした前年度までの調査検討結果を踏まえ、本事業では、上記オフィス環境の改善及び働き方の

見直しに向けた取組みを推進、その成果を効果検証し、さらなる改善につなげていくことを目的とす

る。 

 

1.2 適用範囲 

この仕様書は、「令和８年度オフィス環境の改善および働き方の見直しに向けた取組」（以下、「本

役務」という。）について規定する。 

 

1.3 引用文書等 

この仕様書に引用する以下の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を

なすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。引用文書等に定める内容がこ

の仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容を優先する。 

（１）特許法（昭和３４年法律第１２１号）及び同関連規則 

（２）著作権法（昭和４５年法律第４８号）及び同関連規則 

（３）不正競争防止法（平成５年法律第４７号）及び同関連規則 

（４）行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）及び同関連規則 

 

  

 

 



6枚中の2枚 
 

2 役務の実施内容 

本役務は、市ヶ谷地区の主に庁舎Ａ棟４フロア分、庁舎Ｄ棟５フロア分、庁舎敷地外不動産の執務 

室（合計㎡数 15,000 ㎡程度）を対象として、次の項目を実施する。 

 

2.1 各棟・フロアにおけるスタッキング案の実施に向けたマネジメント支援業務 

 契約相手方は、対象となる棟・フロアについて、その構想・企画、計画、設計、工事発注、施工、

引き渡しの各工程で「コスト」「スケジュール」「品質」等の観点から関係者の調整・管理業務等の

マネジメント支援を実施するものとする。 

 

① スケジュール管理 

・当該プロジェクトの進捗確認を常に行い、実施すべき業務の連続性・相互関係を意識して調

整を行うこと。必要に応じて、優先順位を変更、対応策を明示すること。 

・官側が意思決定しなければならない事項についても常に進捗を把握し適切な管理を行うこ

と。 

・各工事の企画から引渡しまでの全体スケジュール作成を行うこと。 

（網羅的かつ実現性が担保されたスケジューリングを行うこと） 

・工事業者、関係者と十分に調整のうえ適切な工事工程表を作成し、進捗管理を行うこと。 

・着工前に現場ルール、工程・体制の周知、安全衛生管理の観点から工事関係者を集めた工事

キックオフ会議を開催すること。またその会議に必要となる資料の作成を行うこと。 

・工事の進捗管理、現場の課題把握、施工会社間の取り合い調整等を目的として工程会議を定

期的に開催・運営すること。 

 

② コスト管理 

・収集した見積内容の精査を行うこと。 

・見積書は事業者から単純に取得するのではなく、業務の質が保たれているかの確認および単

価が適切であるかの確認をおこなうこと。 

 

③ 品質管理 

・各工事、調達項目の品質について、計画段階で官側の目線で十分に検討すること。 

・各工事、調達項目の検収支援を行うこと、要求機能・水準に合致しているか十分に確認する

こと。また、各工事、調達項目が要求機能・水準に合致しない恐れがある場合や不適合と判断

される場合には速やかに官側に報告するとともに対応策を講じること。 

 

④ 情報管理 

・常にプロジェクトの進捗および課題・リスクの迅速な情報収集を行うこと。 

・緊急情報等の迅速な伝達体制・手法の構築と運用を行うこと。 

・確実な変更履歴管理を行うこと。常に最新の情報が官側および他事業者に共有される仕組み

を整えること。 

 

⑤ コミュニケーション管理 

・プロジェクトが円滑に進むよう適切な会議体の設定と運営サイクルを提案すること 

・プロジェクトの体制表を作成し役割分担が明確になるよう調整すること。 

・官側に伝わりやすい定期報告資料を作成し運用すること。 

 

⑥ 円滑な実施に向けた資料作成 

・会議体系図 

・各種会議体の議事次第、打合せ記録 

・定期報告資料 

 

2.2 共用エリアの用途転換支援 

契約相手方は、対象棟・フロア内の共用エリア（コピー室、倉庫、シャワー室等）について、現在
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の利用状況・ニーズを踏まえ、他の用途（会議室や打合せスペース、ｗｅｂ会議ブース、他の不足

設備等）に転換してスペースの有効活用を図る。具体的には、過去に実施した現状分析結果および

各課の要望を踏まえ①用途転換を企図した導入設備の提案・空間設計・図面作成、②各種共用エリ

アの工事・備品購入 費用の試算、③玉突き計画を踏まえた全体計画の作成、④当該計画実施の支

援を適宜行う。本業務に関わる過去 3 年度分の業務報告書、参考資料各種（スタッキングプラン

図、マスタースケジュール、発注支援資料）を閲覧し、取り組み状況を参考とすること。 

 

2.3 執務室および共用部のレイアウト変更 

契約相手方は、安全性・生産性・働きがいを高めるべく、対象棟・フロア内のレイアウトについ

て、什器や配席の見直し、オフィス全体の平準化、個室の見直し、フリーアドレス導入等を検討し、

スペース創出とその有効活用を図る。具体的には、前年度業務にて作成したスタッキング案、実施

計画及びオフィス計画基準書を踏まえ、選定された本年度の実施課室（25課室、4,000 ㎡を想定）

を対象とし、以下の①～④を実施すること。 

①壁面撤去等の工事計画や各課室の業務内容を踏まえたレイアウト案作成・導入什器等のリスト

作成、②レイアウト案決定に掛かる諸調整の支援（補足資料作成・ヒアリング等）③玉突き計画を

踏まえた各課のリニューアルスケジュール提案④実施の支援を行う。①～④においては、本業務に

関わる過去 3 年度分の業務報告書、参考資料各種（スタッキングプラン図、マスタースケジュー

ル、発注支援資料）を閲覧し、取り組み状況を参考とすること。 

 

2.4 職員の意識・行動改革の推進 

 契約相手方は、新たな働き方を職員が受け入れ、実践するために必要な全体への情報発信活動

や、1人 1人の意識改革を推進する。具体的には、①最新のオフィス、機能を体験できるオフィス

見学会の実施、②管理職向けに、新オフィス活用に向けた働き方推進マニュアルの作成及びセミナ

ーの実施、③本年度実施課室及びその他本年度中の検討を要する課室の一般職員向けに、新オフィ

ス活用に向けた働き方推進マニュアルの作成、④①～③の活動を省内へ発信するかわら版の作成

支援を行う。 

 

2.5 発注支援業務 

   契約相手方は、2.1、2.2、2.3、2.4 を実施するにあたり、必要な発注に対する支援業務を行う。

（なお、什器や必要な工事の調達は別途実施するため、調達時の公平性確保を目的に、本事業を受

託した会社および資本関係にある会社は、什器・工事の調達には参加出来ないものとする）。 

 

2.6 スタッキング案の実現に向けた全体計画書の作成  

   契約相手方は、スタッキング案の実現にあたり、本年度の詳細計画書の作成を行う。前年度業務

にて作成した玉突き計画およびスタッキング案を踏まえ、①全体のスケジュール、②各業者との調

整期間、③執務室および共用部の工事期間、④什器の調達期間および納品期間を明瞭に記載するこ

と。工事期間の長期化など全体計画に変更が生じた場合は、スタッキング案を踏まえ玉突き計画を

適宜調整・修正すること。 

 

2.7 効果検証・報告書作成 

 契約相手方は、実施内容及び翌年度以降の活動に向けて、得られた気づきや示唆などをまとめ、

実施課室及びその他本年度中の検討を要する課室等の職員に対するアンケートやヒアリング等実

態調査の上で効果検証を実施、報告書を作成するものとする。 

 

3 役務に関する要求 

3.1 役務期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31 日までの期間とする。 

 

3.2 役務の実施体制 

契約相手方は、官側と調整の上、本役務に係る業務従事者を記載した体制表を作成し、契約締結

後直ちに官側へ提出すること。 
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3.3 契約相手方の要件 

円滑な事業遂行にあたって以下の専門資格、経験、能力を有すること。 

（１） 直近 3年以内に、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約と同規模（総

職員数約 2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上のオフィス環境の改善に関するマネジメ

ント支援業務の実績がある者（建築・設備・プロジェクトマネジメントに関する有資格者が

望ましい） 

（２） 同じく、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約と同規模（総職員数約 

2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上の書類削減活動の推進に関する支援業務の実績が 

ある者（文書情報管理に関する有資格者が望ましい） 

（３） 同じく、官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において、本契約と同規模（総職員数約 

2,000 名、延べ床面積約 20,000 ㎡）以上の働き方改革の推進や職員および管理職の意識改 

革・浸透に向けたマニュアル作成・セミナー等の業務を行う能力を有すること。 

（４） 官側がおかれている状況の調査及び前年度から引き続く検討取り組み状況・分析結果・計 

画等を踏まえた本役務の計画立案及びそれを遂行する能力を有すること。 

 

3.4 業務従事者の要件 

円滑な事業遂行にあたって、以下の経験、能力を有する業務従事者を実施体制に含めること。 

業務従事者のうち 1名以上は、本役務に関する同様の業務に従事した経歴を有し、かつ、 

官公庁及び独立行政法人を含む公的機関に対するコンサルティング等の提案を行う役務に従 

事した経験を有すること。 

 

 

4 役務の実施要領 

4.1 作業実施計画書の作成 

 契約相手方は契約締結後速やかに、本役務に関する作業実施計画書（実施体制図、仕様書で求め

る実施事項を遂行するための計画及び具体的手法、実施スケジュール、再委託（外注）先等を含む。）

を官側に提出し、承認を得るものとする。 

 

4.2 定例会・報告会等の実施 

 契約相手方は、本役務に必要な事項や進捗について報告及び意見交換を実施するため、 

官側と調整の上、表１に示す定例会及び報告会を実施するものとする。 

令和 9 年 3 月下旬には、最終報告会として、本事業全体の活動内容、成果及び翌年度以降の計画

や課題・対策について総括的な内容を込めた報告を行うものとする。 

 

表１ 定例会・報告会等 

番号 名称 実施場所 実施時期 備考 

1 定例会 
防衛省 

市ヶ谷地区 

１週間に1回を基準 報告会で使用する資料は、電子

データ又は紙（官側が指定する

部数）で提出するものとする。 2 最終報告会 令和 9年 3月目途 

 

4.3 報告書の作成 

 契約相手方は、本役務の成果として、本役務の実施内容に関して調査・検討を行った報告書を作

成し、官側と十分にすり合わせの上、報告会の都度提出するものとする。なお、最終報告書につい

ては要約版を別添するものとする。 

また、契約相手方は中間報告書及び最終報告書の提出前に、4.2 項に示す報告会において、報告

書の説明を行うものとする。報告会において官側から報告書の内容に対する指摘事項があった場合、

報告書に反映の上、提出するものとする。 
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4.4 提出書類 

 契約相手方は、表 2に示す書類等を官側に提出するものとする。なお、報告書に不正競争防止法

等に基づく社外秘等を含む場合は、同法等に基づき表示するものとする。 

 

表 2 提出書類 

番号 名称 数量 媒体 提出場所 提出時期 備考 

1 体制表 1 部 電子 

大臣官房

企画評価

課 

契約締結後直ちに 3.2 項参照 

2 作業実施計画書 1 部 契約締結後直ちに 4.1 項参照 

3 議事録 1 部 必要の都度 4.2 項参照 

4 報告書（最終） 1 部 
令和 9 年 3 月目途

（注） 
 

5 
報告書（最終） 

要約版 
1 部 

（注） 官側と調整の上、報告会実施前に提出すること。 

 

5 その他の指示 

5.1 提案書に基づく役務の実施 

 本役務では、本仕様書のほか、契約相手方が調達時に提案した事項を実施するものとする。 

 

5.2 監督・検査の要領 

監督・検査は本仕様書に基づき、大臣官房企画評価課の支出負担行為担当官等補助者が実施する

ものとする。 

 

5.3 器材等 

契約相手方は、本役務に必要な器材等を準備するものとする。 

 

5.4 聞き取り 

本役務を実施する上で、有識者等への聞き取りが必要な場合は、契約相手方が直接実施するもの

とする。また、調査先に防衛省の委託であることを明らかにする必要がある場合は、事前に官側と

調整するものとする。 

 

5.5 官側の支援 

契約相手方は、この契約を履行するに当たり、官側の保有する施設、設備及び文書等を使用する

必要がある場合は、あらかじめ官側と十分調整の上、官側の規則等を遵守し、無償で支援を受ける

ことができるものとする。 

 

5.6 知的財産権及びその他の権利 

（１）契約相手方は、この契約の履行に際して、第三者の有する著作権、特許権等の知的財産権（以

下「著作権等」という。）を侵害しないことを確認するものとする。 

（２）提出書類に関する著作権は官側に帰属するものとする。また、契約相手方は著作者人格権（著

作権法第 18 条から第 20条に定める権利をいう。）を行使しないものとする。 

（３）契約相手方は、本役務の履行に際して、必要不可欠な限度において、第三者が著作権を官側に

移転できないとき、当該部分にその旨を明示するものとする。 

（４）提出書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律第 5 条第 2 号に該当する情報を記載

する場合には、その都度その該当部分を明示するとともに、その理由を記載するものとする。 

（５）契約相手方は、前記（４）に定める必要な措置を講じなかったことにより、官側が損害を受け

た場合には、官側は契約相手方に対して、その損害につき賠償を請求することができるものと

する。 

（６）官側及び契約相手方は、著作権等の権利の帰属に関し、疑義が生じた場合には、その都度、協

議して解決するものとする。 



6枚中の6枚 
 

5.7 その他 

（１）契約相手方は、不可抗力以外で官側の設備及び器材等に損害を与えた場合は、その責任を負う

ものとする。 

（２）官側は、本役務中に発生した事故等について、官側の責に帰する場合を除き、一切の責任を負

わないものとする。 

（３）契約相手方は、資料等の取扱いにおいて細心の注意をもって行うものとし、当該役務により

知り得たいかなる知識及び情報をむやみに外部に漏らしたり、他の目的に使用してはならな

い。資料等の取り扱いを十分に注意し、データの漏洩防止及び紛失に細心の注意を払うものと

し、管理に徹すること。なお、この効果は、本契約終了後も継続するものとする。 

   履行中に知り得た一切の情報の保全を確実に行うこととし、取扱いに疑義が生じた場合は、

速やかに官側と協議するものとする。 

（４）本役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを原則禁止とする。ただ

し、再委託の相手方の名称、住所、再委託する理由、再委託予定金額、再委任する業務の範

囲、再委託の相手方に係る業務の履行能力等について承諾依頼書を提出し、発注者が了承した

場合はこの限りではない。なお、海外の業者に委託することは認めない。 

（５）本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和８年２月３日変更閣議決

定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うも

のとする。 

（６）契約相手方は、この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官側と協議するものとす

る。 


